令和9年度 岐阜市社会福祉施設等施設整備事業者募集要項

１　目的
障がい者（児）の福祉の向上を図るため、社会福祉法人等（以下「法人」という。）が行う社会福祉施設の施設及び設備の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、法人に補助金を交付することを目的とし、当該施設及び事業所を整備し、これを運営する法人を募集します。


２　対象事業等
（１）整備年度
　　 令和9年度整備事業とし、当該年度内の事業完了を条件とします。事業が完了しない場合は、
補助の対象とならないことがあります。
		
（２）補助金
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成17年10月5日厚生労働省発 社援第1005003号）及び次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱（令和５年８月22日こども家庭庁発 こ成事第370号）（以下「国要綱」という。）に定める国庫補助金を活用した補助を見込んでいます。
事業採択されなかった場合又は予算が成立しなかった場合は、補助金の交付はありません。

（3） 対象事業　
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に
規定にする障害者支援施設及び福祉ホーム並びに障害福祉サービス（重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く。）及び相談支援の事業を行う事業所
・児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する障害児通所支援及び障害児相談支援の事業を行う事業所
※次の事業には、事業者の選考の際に加点があります。
(1)施設種別にかかわらず、強度行動障がい者（児）、重度心身障がい者（児）、医療的ケアが必要な者（児）を受け入れる施設及びその運営強化を行う事業
(2)地域生活への移行に繋がる施設（共同生活援助、短期入所）及びその運営強化を行う事業

（4） 整備予定地
・施設及び事業所を整備するために必要な土地は、原則として、応募法人の所有、又は、寄附等
により確実に取得が見込めるものとします。
・市街化調整区域で整備を行う場合は、都市計画法の許可を受ける必要があります。
・その他の法令に基づいて許認可が必要となる土地にあっては、各関係所管課と事前に協議を行うなど、施設の建設に支障がないようにしてください。

３　応募資格
・事業者は、受付時に法人格を有していること。
・応募書類の受付時に、直近１年間の所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税等の滞納がないこと。
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月7日法律第123号）第36条3項各号の規定に該当しないこと。
※応募の際には、必ずこれらを確認し、要件どおりの実施が可能かを十分に考慮してください。


４　審査基準
　事業者の選考は、次の項目により、審査を行います。
	審　査　項　目

	1  事業の実施方針

	2  事業所用地の適格性

	3  事業実施の可能性

	4  利用者への配慮

	5  地域への貢献

	6  資金計画及び経営状況




５　応募方法・応募受付等

	内　容
	期　間　等

	応募方法
	提出書類一式（「提出書類一覧」参照）を、障がい福祉課
まで１０部持参してください。
・提出書類は、提出日の3カ月以内の内容としてください。

	受付期間
	令和８年４月１日（水）～令和８年５月２９日（金）

	受付時間
	上記受付期間の平日　午前９時～午後５時

	受付場所

	岐阜市役所　１階　障がい福祉課指導係
(電話)　058－214-2136
・提出書類の確認等のため、電話予約の上ご来庁願います。




６　スケジュール
スケジュールは、次のとおりです。
都合により、変更が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

	内　容
	期　間

	応募受付期間（再掲）
	令和８年４月１日（火）～令和８年５月２９日（金）

	現地調査、面接審査　
	令和８年７月中旬～下旬（予定）

	審査結果通知	
	令和８年８月上旬（予定）


７　その他
　　前述の他、次の事項についてご了承ください。
・補助金交付の条件として、事業の契約事務等（入札、契約や技術的審査など）は、市の取扱いに
準拠することになります。
・福祉サービス事業等開始後に、事業者の都合等により事業を休止、廃止すると、補助金の返還を
求める場合があります。
・事業者は、社会福祉に対する熱意と理解を有し、役員の構成、資金計画（借入金の償還能力等）等が適正である等、健全で安定した事業運営が可能であることが求められます。
・応募に関して必要となる一切の費用は応募しようとする法人の負担とします。
・選考された事業者は、選考を受けた日の属する月から以降毎月の補助事業の実施状況の報告を市に提出していただくこととなります。

８　問い合わせ先
岐阜市　障がい福祉課　指導係　
（電話）058-214-2136（午前8時45分～午後5時30分　※土日・祝日を除く）



提出書類一覧

	NO
	書類名

	1
	施設整備計画概要書 【様式１】

	2
	事業工程表（設計・工事関係、運営体制　等） ※様式任意

	3
	計画地を含む広域的な地図

	4
	計画地周辺の住宅地図

	5
	計画地の土地利用図（建物、建築物、植栽、進入路、上下水配管等を記載する。）

	6
	敷地一覧表 【別紙様式ａ】

	7
	計画地等の公図
（計画地、隣接地進入路を含む。数枚の公図となる場合は、合わせ公図も作成し添付する。）

	8
	計画地の登記簿謄本（写）

	9
	現況写真＊全方位（東西南北）から撮影した全景写真

	10
	計画地の寄附確約書(写） 【記載例①参照】、印鑑登録証明書　※計画地が寄附の場合

	11
	計画地の売却確約書（写) 【記載例②参照】、印鑑登録証明書　※計画地を買収する場合

	12
	計画地の賃貸借確約書（写）及び抵当権設定承諾書(写） 【記載例③④参照】、印鑑登録証明書
※計画地が借地の場合

	13
	建物の配置図、平面図（冷暖房及びスプリンクラー平面図を含む。）、立面図	

	14
	建物部屋別床面積表（壁芯及び内法。部屋ごとに床・壁・天井の木材使用の有無を表示すること
【記載例⑤参照】	

	15
	設計監理費、建築工事費、敷地造成費、外構整備費、備品購入費等の概算見積書

	16
	〔創設以外〕    既存建物の登記事項証明書	

	17
	〔建物が賃貸借〕建物の賃貸借（使用貸借）契約書	

	18
	〔設備整備〕整備予定の設備について1社以上の見積書、カタログ、パンフレット等

	19
	法人自己資金及び寄附予定者の状況について 【別紙様式ｂ】

	20
	法人自己資金預金残高証明書　＊証明が同一日付のもの

	21
	(寄附予定者の)寄附確約書（写）、所得証明書、預金残高証明書　
＊各寄付予定者の書類は、証明が同一日付のもの

	22
	運営収支シミュレーション（運転資金は運営費の３か月分以上が確保されていること）

	23
	借入金償還計画表 【別紙様式c】
（独立行政法人福祉医療機構・協調融資金融機関それぞれについて作成すること。）

	24
	（償還財源贈与予定者の）償還金贈与確約書（写） 【記載例⑥参照】、所得証明書

	25
	法人調書 【別紙様式d】（法人設立予定者も提出すること。）

	26
	法人代表者（予定者）履歴書 【別紙様式e】、住民票（住民票記載事項証明書）

	27
	現在事項全部証明書（法人登記）（既存事業者の場合）

	28
	法人の定款　＊既存事業者の場合

	29
	施設整備を行う年度の予算書

	30
	法人の決算書類（直近３年分）

	31
	代表者及び施設長予定者の住民税完納証明書

	32
	指導監査に係る業務別（法人含む）是正改善を要する事項に対する報告書の写し（直近3年分）
※既存事業所がある場合

	33
	現況報告書（直近のもの）＊既存社会福祉法人の場合

	34
	施設長予定者履歴書 【別紙様式f】

	35
	施設整備後の運営規程(管理規定）

	36
	都市計画法、農地法、農業振興法等の関係機関からの意見や協議状況

	37
	近隣住民との協議経過内容等

	38
	管理者（施設長）予定者及びサービス管理責任者予定者の社会福祉関係履歴書

	39
	管理者（施設長）予定者及びサービス管理責任者予定者の社会福祉関係資格証の写し

	40
	職員配置等計画

	41
	利用者ニーズ調査等の資料

	42
	既存施設のパンフレット

	43
	(その他）参考資料
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